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地方公共団体におけるテレワークの推進について 

 
 地方公共団体におけるテレワークは、職員一人ひとりのライフステージに合った多様な働

き方を実現できる「働き方改革」の切り札であるほか、ＩＣＴの活用により業務の効率化が

図られることで行政サービスの向上にも効果が期待されるものです。また、今般の新型コロ

ナウイルス対策においては、感染拡大の未然防止や行政機能の維持のための有効な手段とな

っており、「新型コロナウイルス対策等を踏まえた地方公共団体におけるテレワークの導入

の推進について」（令和２年４月７日付け総行女第 13 号・総情流第 30 号）等により、テレ

ワークの導入、実施について積極的な取組をお願いしているところです。 

今般、当室において実施した「地方公共団体におけるテレワークの取組状況調査」による

と、令和３年 10月１日現在では、都道府県及び指定都市では全団体で導入されている一方、

市区町村においては約半数の団体において未導入となっており、特に、一般行政職員数が300

名以下の比較的小規模な団体において未導入団体が多く見受けられるところです。 

 各地方公共団体におかれましては、下記の事項に留意の上、引き続き、テレワークの推進

に積極的に取り組んでいただくようお願いします。 

また、各都道府県におかれましては、貴都道府県内の市区町村等に対してもこの旨周知

いただきますようお願いします。 

なお、地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会システムを通じて、各市区

町村に対して、本通知についての情報提供を行っていることを申し添えます。  

本通知は、地方公務員法第 59 条（技術的助言）及び地方自治法第 245 条の４（技術的助

言）に基づくものです。 

 

記 

 

１．地方公共団体におけるテレワーク推進の意義 

 地方公共団体におけるテレワーク推進の意義については、以下の三点が挙げられるところ

である。 

（１）職員一人ひとりのライフステージに合った多様な働き方を実現できる「働き方改革」

殿 



 

の切り札であること。 

   労働力人口が減少していく中、各地方公共団体において、ライフステージに合わせた

柔軟な働き方の実現や、多様な人材が活躍できる組織・職場環境を整えることにより、

行政を支える優秀な人材の確保につながると考えられる。特に、時間や空間の制約にと

らわれることなく働くことができるテレワークは、「働き方改革」における重要な取組

の一つであること。 

また、働く時間や場所を柔軟にすることは、子育てや介護等と仕事の両立が容易にな

るだけでなく、時間に制約がある職員が担当できる職務の幅を広げることにもつながり、

中長期的なキャリア形成など、多様な人材が能力を発揮できる職場環境を推進する上で

も重要であること。 

（２）ＩＣＴの活用により業務の効率化が図られることで、行政サービスの向上にも効果が

期待されるものであること。 

   令和２年 12 月に策定された「自治体デジタル・トランスフォーメーション（DX）推

進計画」においても、「行政サービスについて、デジタル技術やデータを活用して、住民

の利便性を向上させるとともに、デジタル技術やＡＩ等の活用により業務効率化を図り、

人的資源を行政サービスの更なる向上に繋げていく」としており、重点取組事項の一つ

として、テレワークの推進が挙げられている。テレワークの導入をきっかけとして業務

のＩＣＴ化を推進することにより、これまで「当たり前」と考えられてきた業務の進め

方を見直し、業務の効率性や生産性の向上を実現できると考えられること。 

（３）重大な感染症や災害発生時に行政機能を維持するための有効な手段となること。 

   感染症予防のため接触を避けながら業務を継続することや、災害時の非常時優先業務

を円滑に遂行するためにも、職員の自宅やサテライトオフィスで業務ができる環境を整

え、テレワークを推進することにより、地域を守る持続的な行政運営、ひいては社会全

体の安定につながると考えられること。 

 

２．地方公共団体におけるテレワークの取組状況について 

 「地方公共団体におけるテレワークの取組状況調査結果」（別添１）によると、地方公共団

体におけるテレワークの導入状況は、都道府県及び指定都市では全団体で導入されている一

方で、市区町村においては、849団体（49.3％）で導入と、前年（342団体（19.9％））から

大幅に増加しているものの、約半数の団体において未導入となっている。特に、一般行政職

員数が 101名以上 300名以下の団体においては導入率が 46.1％、100名以下の団体において

は導入率が 21.7％と低い導入率であることから、テレワークの導入に積極的に取り組んで

いただきたいこと。 

 また、既に導入している団体においても、より多くの職員がテレワークを実施できる環境

の整備についてご検討いただきたいこと。 

 

３．地方公共団体におけるテレワーク導入の支援策等について 

総務省においては、地方公共団体におけるテレワークの導入について、以下のとおり支援

等を実施しているので、テレワーク未導入の団体におかれては、これらの支援策等を活用い

ただき、テレワークの導入に積極的に取り組んでいただきたいこと。 

 



 

（１）地方公共団体におけるテレワーク推進のための手引き 

  テレワークの導入を検討している団体が参考にできるよう、令和３年４月に先進事例を

踏まえた導入の手順や活用のノウハウをとりまとめた「地方公共団体におけるテレワーク

推進のための手引き」（以下「手引き」という。）を作成し、各地方公共団体に提供してい

る。 

この手引きは、地方公共団体から寄せられた、テレワークにおける業務上・労務管理上

の課題を踏まえ、テレワーク導入に向けた 10 の手順（ステップ）ごとの実施事項や検討

のポイント等を整理したものであり、特に検討の着手に当たってのポイントは以下のとお

りである。 

① 「スモールスタートで始めること」（できるところからまずやってみる）や「在宅勤  

務だけがテレワークではない」（サテライトオフィスやモバイルワークという選択肢

もある）という考え方に基づいて、テレワークの導入を検討すること。 

② テレワークで実施する業務を選定する際は、「部署」単位や「職種」単位ではなく

「業務」単位で検討すること。 

③ 全庁的な推進体制の構築が不可欠であり、職員一人一人がテレワークの意義を理解

し、活用に向けて一歩先に進むために、トップが団体の将来像を描き、その実現に向

けてリーダーシップを発揮すること。 

 

  また、令和３年９月に、本手引きについて、「地方公共団体におけるテレワーク推進の

ための手引きに関する説明会」を開催したところである（一般財団法人自治体衛星通信機

構の地域衛星通信ネットワーク（LASCOMネット）を通じたライブ放映による開催）。 

本説明会の内容は、手引きの内容についての説明、地方公共団体におけるテレワーク推

進のポイントに関する有識者からの解説及び先進的な取組を行っている地方公共団体か

らの取組事例の発表となっており、テレワークをこれから導入する団体にとって、導入に

あたっての基本的な考え方や手順について参考となる内容となっている。当該説明会の映

像及び資料は、下記「４．参考」のホームページに掲載されている。 

 

（２）テレワーク導入経費に係る特別交付税措置 

  地方公共団体における職員向けテレワークの導入に係る経費について、令和４年度につ

いても、引き続き、特別交付税措置（措置率 0.5）を講ずることとしている。 

  

＜対象経費＞ 

   ICT機器導入に係る費用、外部接続情報システム・コミュニケーションツールに係る

費用、ソフトウェア費用、ライセンス費用、シンクライアント化等のセキュリティ対策

に係る費用、サーバ設置費用、導入にあたってのサポート費用 等 

 

（３）テレワークマネージャー相談事業 

テレワーク導入に関する知見やノウハウ等を有する専門家がアドバイスを実施するテ

レワークマネージャー相談事業について、引き続き、体制を強化して実施している。テレ

ワークマネージャーには、地方公共団体における実務に知見のある専門家も登録されてお

り、また、情報政策担当部署における業務（テレワーク導入にあたってのシステム環境や



 

セキュリティ対策等）のみならず、人事担当部署における業務（労務管理上の課題等）に

ついても支援を行っているところである。 

当該事業の詳細については、下記「４．参考」のホームページに掲載されている。また、

本事業における比較的小規模な団体の支援事例を添付しているので、参考とされたい。（別

添２） 

 

（４）自治体テレワーク推進実証実験事業（参考） 

地方公共団体システム機構（Ｊ－ＬＩＳ）では、令和２年度より、独立行政法人情報処

理推進機構（ＩＰＡ）と共同で、ＬＧＷＡＮを活用した自治体テレワーク推進実証実験を

行っている。具体的には、職員の自宅にある端末から、庁内のＬＧＷＡＮ接続系端末へ、

セキュリティを確保しつつリモートアクセスを可能とするもので、全国の地方公共団体を

対象に公募の上で、全国 794団体において無償で提供しているものである。令和４年度に

おける追加公募の実施については、現在Ｊ－ＬＩＳにおいて検討中であり、実施する場合

は、Ｊ－ＬＩＳより各都道府県宛てに通知を発出予定である。 

 

４．参考 

○ 地方公共団体におけるテレワーク推進のための手引き（総務省ホームページ） 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000746987.pdf 

 

 ○ 地方公共団体におけるテレワーク推進のための手引きに関する説明会（一般財団法人 

自治体衛星通信機構ホームページ） 

http://www.lascom.or.jp/movie/jichi 

 

 ○ テレワークマネージャー相談事業 

   https://teleworkmanager.go.jp/ 

 

 

【連絡先】 
自治行政局公務員部公務員課女性活躍・人材活用推進室 
川瀬・宮成 
 メール：koumuinka-chosa@soumu.go.jp 

電 話：０３－５２５３－５５４６（直通） 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000746987.pdf
http://www.lascom.or.jp/movie/jichi
https://teleworkmanager.go.jp/


地方公共団体におけるテレワークの取組状況調査結果のポイント

○ 都道府県、指定都市では全団体で導入済

○ 市区町村では849団体（49.3％）で導入しており、前年（342団体（19.9％））

から大幅に増加

（令和3年10月1日現在）

※ 一般行政職員（明らかにテレワークがなじまない業務に
従事する職員を除く）に占めるテレワークを実施可能な
環境にある職員の割合

※ 不明は253団体（27.6％）

＜導入状況＞

＜実施可能な職員の割合＞ ＜利用率＞

＜テレワークの形態＞ ＜非常勤職員の実施＞

導入団体における取組状況

※ 実施可能な環境にある職員のうち、実際にテレワークを
利用した職員の割合（平均）

※ 不明は329団体（35.9％）

【導入していない理由(上位５項目)】※複数回答可

① 窓口業務や相談業務などがテレワークになじまない(89.4％)

② 情報セキュリティの確保に不安がある(77.3％)

③ 現場業務はテレワークになじまない(74.4％)

④ 個人情報やマイナンバーを取り扱う業務は実施できない(73.2％)

⑤ テレワーク導入のためにコストがかかる(71.0％)

※ 「導入」には「試験的・実験的に導入」を含む。

※ （ ）内は前回調査（令和2年10月1日現在）の数値

※ 複数回答可

 在宅勤務
モバイル
ワーク

サテライト
オフィス

その他

874 196 288 26

【95.4%】 【21.4%】 【31.4%】 【2.8%】

団体数
【割合】

実施対象 実施対象外

445 471

【48.6%】 【51.4%】

団体数
【割合】

0％以上
30％未満

30％以上
50％未満

50％以上
80％未満

80％以上

204 137 139 183

【22.3%】 【15.0%】 【15.2%】 【20.0%】

団体数
【割合】

0％以上
30％未満

30％以上
50％未満

50％以上
80％未満

80％以上

498 40 29 20

【54.4%】 【4.4%】 【3.2%】 【2.2%】

団体数
【割合】

※ 「市区町村」は、一般行政職員数別に分類し内訳を表示

導入を検討
導入予定なし・

未定

47（47） 0（0） 0 0
100％（100％） 0％（0％） 0% 0%
20（17） 0（3） 0 0

100％（85.0％） 0％（15.0％） 0% 0%
849（342） 872（1,379） 147 725

49.3％（19.9％） 50.7％（80.1％） 8.5% 42.1%
432（213） 124（348） 40 84

77.7%（38.0％） 22.3%（62.0％） 7.2% 15.1%

310（91） 362（573） 71 291

46.1%（13.7％） 53.9%（86.3％） 10.6% 43.3%

107（38） 386（458） 36 350

21.7%（7.7％） 78.3%（92.3％） 7.3% 71.0%

916（406） 872（1,382） 147 725

51.2%（22.7％） 48.8%（77.3％） 8.2% 40.5%

　301名以上　 

　101名以上
　300名以下

　100名以下　

合計［1,788］

導入 未導入

都道府県［47］

指定都市［20］

市区町村［1,721］

［556］

［672］

［493］

別添１

011807
長方形



＜令和２年度＞

テレワークマネージャー相談事業（自治体の事例）

※ 「テレワークマネージャー相談事業事例集」より抜粋

別添２

011807
長方形



＜令和２年度（つづき）＞

＜令和３年度＞




